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人
類
が
地
中
か
ら
有
用
な
岩
石
や
金
属
を
採
取
し

て
い
た
最
古
の
遺
跡
は
ア
フ
リ
カ
南
部
の
エ
ス
ワ
ニ

テ
ィ
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、
四
万
三
〇
〇
〇
年
前
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
、
石
器
の
製
造
に
必

要
な
岩
石
や
陶
器
の
製
造
に
必
要
な
陶
土
な
ど
を
発

掘
し
て
い
た
遺
跡
は
世
界
各
地
に
存
在
し
て
い
る
。

さ
ら
に
古
代
ロ
ー
マ
時
代
に
な
る
と
、
金
属
を
採
掘

す
る
現
場
に
水
路
を
開
削
し
て
岩
石
の
選
別
に
水
力

を
利
用
す
る
技
術
も
開
発
さ
れ
る
が
、
現
場
で
は
次

第
に
問
題
も
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

古
代
ロ
ー
マ
の
博
物
学
者
ガ
イ
ウ
ス
・
プ
リ
ニ
ウ

ス
・
セ
ク
ン
ド
ゥ
ス
は
全
三
七
巻
の
大
著
『
博
物
誌
』

（
図
１
）
に
「
我
々
は
河
川
や
自
然
の
環
境
を
汚
染
し
、

生
命
を
維
持
す
る
空
気
そ
の
も
の
さ
え
生
命
を
破
壊

す
る
媒
体
に
変
化
さ
せ
て
い
る
」
と
記
述
し
て
い
る
。

二
〇
〇
〇
年
前
か
ら
人
間
は
自
分
た
ち
が
自
然
か
ら

必
要
な
物
質
を
採
集
す
る
た
め
に
環
境
を
汚
染
し
て

い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
そ

の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
努
力
し
た
人
々
も
多
数
存

在
す
る
。
そ
の
一
人
を
今
回
は
紹
介
し
た
い
。

江
戸
時
代
に
開
発
さ
れ
た
足
尾
銅
山

日
本
列
島
は
地
球
の
表
面
を
構
成
す
る
プ
レ
ー
ト

が
四
枚
も
衝
突
す
る
位
置
に
あ
る
（
図
２
）
た
め
地

中
に
様
々
な
鉱
物
資
源
が
存
在
す
る
島
国
で
あ
り
、

す
で
に
七
世
紀
末
に
日
本
最
古
の
銅
山
と
さ
れ
る
山

陰
の
荒
金
鉱
山
で
銅
鉱
を
採
掘
し
て
い
た
と
い
う
記

録
が
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
全
国
各
地
で
鉱
山
が
開
発

さ
れ
る
が
、
一
六
世
紀
に
な
っ
て
日
本
に
進
出
し
て

き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
か
ら
伝
達
さ
れ
た
技
術
な

ど
を
実
現
す
る
金
属
材
料
の
た
め
鉱
山
を
開
発
す
る

活
動
も
活
発
に
な
っ
て
き
た
。

そ
の
一
例
が
今
回
紹
介
す
る
有
名
な
事
件
の
舞

台
と
な
っ

た
栃
木
県

足
尾
町
に

開
発
さ
れ

た
足
尾
銅

山
で
あ
る
。

以
前
か
ら

銅
山
が
存

図 1 プリニウス『博物誌』
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が
発
見
さ
れ
ず
前

途
が
懸
念
さ
れ
た

が
、明
治
一
四
（
一

八
八
一
）
年
に
有

望
な
鉱
脈
が
発
見

さ
れ
発
展
す
る
よ

う
に
な
る
。
明
治

政
府
が
推
進
し
た

富
国
強
兵
政
策
の

重
要
な
資
源
で
あ

り
、
足
尾
銅
山
は

日
立
銅
山
（
茨
城
）（
図
５
）、別
子
銅
山
（
愛
媛
）（
図

６
）
と
と
も
に
日
本
三
大
鉱
山
と
な
っ
た
。

国
政
に
進
出
し
て
活
躍
開
始

こ
の
よ
う
な
日
本
の
激
動
の
時
期
に
登
場
し
、
足

尾
銅
山
に
関
係
し
た
の
が
今
回
紹
介
す
る
田
中
正

造
で
あ
る
。
田
中

は
江
戸
時
代
末
期

の
天
保
一
二
（
一

八
四
一
）
年
に

下し
も
つ
け
の
く
に

野
国
小
中
村

（
現
在
の
栃
木
県

佐
野
市
の
一
部
）

の
名
主
の
家
庭

に
誕
生
し
た
（
図

７
）。
若
者
の
時

代
か
ら
正
義
を
貫

徹
す
る
義
侠
の
精
神
に
あ
ふ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
幕

末
に
は
村
民
と
と
も
に
領
主
に
体
制
の
改
正
を
要
求

し
た
た
め
、
幕
末
の
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
か
ら

翌
年
ま
で
冤え

ん

罪ざ
い

で
投
獄
さ
れ
る
と
い
う
経
験
も
し
て

い
る
。

二
九
歳
に
な
っ
た
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
に
無

罪
が
証
明
さ
れ
て
釈
放
さ
れ
、
知
人
の
紹
介
で
江

在
す
る
と
い
う
情
報
は
流
布
し
て
い
た
が
、
江
戸
時

代
に
な
っ
た
慶
長
一
五
（
一
六
一
〇
）
年
に
二
人
の

地
元
の
農
民
が
露ろ

と
う頭

（
鉱
床
が
地
表
に
露
出
し
て
い

る
場
所
）
を
発
見
し
、
江
戸
幕
府
が
直
轄
で
鉱
山
を

開
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
足
尾
に
は

鉱
夫
な
ど
が
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
て
発
展
し
、
鉱

山
周
辺
は
「
足

尾
千
軒
」
と
名

付
け
ら
れ
る
ほ

ど
住
居
が
密
集

し
て
繁
栄
す
る

よ
う
に
な
っ
た

（
図
３
）。

最
大
の
時
期

に
は
年
間
一
二

〇
〇
ト
ン
も
の

銅
を
産
出
し
、

付
近
の
日
光
東

照
宮
の
造
営
に
使
用
さ
れ
た
の
は
当
然
と
し
て
、
徳

川
家
康
が
江
戸
に
入
府
し
て
菩
提
寺
と
し
た
増
上
寺

の
建
設
に
も
使
用
さ
れ
た
。
さ
ら
に
寛
永
一
三
（
一

六
三
六
）
年
か
ら
幕
末
ま
で
使
用
さ
れ
た
通
貨
の
寛

永
通
宝
（
図
４
）
の
素
材
と
も
な
っ
た
。
し
か
し
、

当
時
の
掘
削
技
術
で
は
採
掘
に
限
界
が
あ
り
、
次
第

に
生
産
さ
れ
る
銅
鉱
は
減

少
し
、
幕
末
か
ら
明
治
初

期
に
か
け
て
は
年
間
一
五

〇
ト
ン
程
度
に
減
少
し
た
。

明
治
四
（
一
八
七
一
）

年
に
銅
山
は
官
営
か
ら
民

営
に
移
管
さ
れ
、
や
が
て

古
河
財
閥
を
創
業
す
る

古
河
市
兵
衛
が
明
治
一

〇
（
一
八
七
七
）
年
か
ら

経
営
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
当
初
は
新
規
の
鉱
脈

図
３ 

足
尾
銅
山
（1895

）

図
４ 

寛
永
通
宝

図
５ 

日
立
銅
山

図
６ 

別
子
銅
山
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決
定
す
る
事
件

が
発
生
し
た
。

 

足
尾
鉱
毒
事
件 

 

対
策
に
奮
闘

田
中
が
国
会

議
員
に
な
っ
た

明
治
二
三
（
一

八
九
〇
）
年
に

渡わ
た

良ら

せ瀬
川が

わ

（
図

９
）
の
洪
水
に
よ
っ
て
上
流
に
あ
る
足
尾
銅
山
の
鉱

毒
と
名
付
け
ら
れ
た
成
分
を
大
量
に
含
有
す
る
川
水

が
流
域
に
氾
濫
し
、
作
物
が
枯
死
す
る
被
害
が
広
範

に
発
生
す
る
一
大
騒
動
が
発
生
し
た
。
流
域
の
被
害

を
視
察
し
た
田
中
は
翌
年
と
明
治
二
九（
一
八
九
六
）

年
の
帝
国
議
会
で
問
題
へ
の
対
策
に
つ
い
て
質
問
す

る
と
と
も
に
、
世
間
に
幅
広
く
問
題
を
周
知
さ
せ
る

活
動
を
展
開

し
た
が
十
分

な
対
策
は
実

行
さ
れ
な
か

っ
た
。

そ
の
よ
う

な
経
緯
か
ら

渡
良
瀬
川
流

域
の
農
民
が

鉱
毒
反
対
運

動
を
展
開
す

る
よ
う
に
な

り
、
東
京
へ
陳
情
に
出
掛
け
る
事
態
も
発
生
し
た
。

田
中
も
国
会
で
対
策
を
要
請
す
る
質
問
を
繰
返
す
と

と
も
に
、
地
元
だ
け
で
は
な
く
東
京
で
も
問
題
を
周

知
さ
せ
る
演
説
な
ど
を
し
た
。
そ
の
効
果
に
よ
り
農

商
務
省
と
足
尾
銅
山
の
事
業
者
側
も
鉱
山
か
ら
流
出

す
る
汚
水
を
脱
硫
す
る
装
置
を
設
置
す
る
工
事
を
実

刺
県
花
輪
支
庁

（
現
在
の
秋
田

県
鹿か

づ
の
し

角
市
の
一

部
）
の
官か

ん
り吏

と

な
り
、
凶
作
で

あ
っ
た
状
況
を

改
善
し
よ
う
と

新
田
の
開
墾
な

ど
に
努
力
す
る

が
、
翌
年
に
上

司
を
殺
害
し
た

と
い
う
容
疑
で

逮
捕
さ
れ
投
獄

さ
れ
て
し
ま
う
。
何
事
に
も
直
言
す
る
態
度
へ
の
反

感
か
ら
の
冤
罪
で
あ
っ
た
が
、無
実
が
証
明
さ
れ
釈
放

さ
れ
た
の
は
三
年
が
経
過
し
た
明
治
七
（
一
八
七
四
）

年
で
あ
り
、
こ
れ
を
契
機
に
一
旦
故
郷
に
帰
還
す
る
。

故
郷
で
は
隣
村
の
酒
屋
の
番
頭
と
し
て
勤
務
す
る

が
、
そ
の
よ
う
な
立
場
に
安
住
す
る
人
物
で
は
な
か

っ
た
。
明
治
一
一
（
一
八
七
八
）
年
に
区
会
議
員
と

な
っ
て
政
治
の
分
野
に
転
身
、
さ
ら
に
地
元
で
創
刊

さ
れ
た
『
栃
木
新
聞
』（
現
在
の
『
下
野
新
聞
』）
の

編
集
長
に
就
任
す
る
が
、
社
会
を
変
革
し
よ
う
と
の

意
気
か
ら
明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
に
栃
木
県
議

会
議
員
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
栃
木
県
令
の
三
島
通み

ち
つ
ね庸

の
暗
殺
未
遂
事
件
に
関
与
し
た
と
し
て
明
治
一
八

（
一
八
八
五
）
年
に
逮
捕
さ
れ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
そ
の
年
末
に
三
島
が
第
五
代
警
視
総
監

に
就
任
し
て
東
京
に
移
動
に
な
る
と
と
も
に
釈
放
さ

れ
、
翌
年
四
月
に
開
催
さ
れ
た
臨
時
県
会
で
議
長
に

就
任
す
る
。
さ
ら
に
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
に

第
一
回
帝
国
議
会
が
開
催
（
図
８
）
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
実
施
さ
れ
た
第
一
回
衆
議
院

議
員
総
選
挙
に
田
中
は
栃
木
三
区
か
ら
出
馬
し
て
国

会
議
員
に
当
選
す
る
。
こ
の
田
中
の
人
生
の
転
機
に

な
っ
た
時
期
に
、
地
元
で
も
田
中
の
人
生
の
方
向
を

図
７ 

田
中
正
造
生
家

図
８ 

第
一
回
帝
国
議
会

図
９ 

渡
良
瀬
川
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明
し
て
お
き
た
い
。
前
述
の
不
敬
事
件
の
翌
年
の
明

治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
に
渡
良
瀬
川
下
流
の
埼
玉

県
川
辺
村
と
利
島
村
の
一
帯
に
汚
水
を
貯
水
す
る
広

大
な
溜
池
を
建
設
す
る
計
画
が
立
案
さ
れ
た
が
、
当

然
の
ご
と
く
地
元
の
反
対
で
白
紙
に
な
っ
た
。
翌
年

に
は
栃
木
県
谷
中
村
に
溜
池
を
建
設
す
る
計
画
が
浮

上
し
、
栃
木
県
会
は
土
地
の
買
収
を
決
議
し
、
溜
池

の
工
事
が
開
始
さ
れ
、
谷
中
村
は
強
制
廃
村
と
さ
れ

て
決
着
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。

政
府
は
谷
中
村
全
域
を
河
川
地
域
に
指
定
し
て
土

地
収
用
法
を
適
用
し
、「
旧
村
に
居
住
し
て
い
れ
ば

犯
罪
と
し
て
逮
捕
す
る
」
と
い
う
強
制
手
段
を
強
行

す
る
が
、
田
中
は
廃
村
と
な
っ
て
か
ら
も
最
後
ま
で

谷
中
村
で
生
活
し
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
支
援
し
て
く

れ
た
人
々
に
挨
拶
を
す
る
た
め
に
地
域
を
巡
回
し
、

栃
木
県
吾
妻
村
の
支
援
者
宅
で
大
正
二（
一
九
一
三
）

年
九
月
四
日
に
客き

ゃ
く
し死

し
た
。
死
去
し
た
時
点
で
の
財

産
は
原
稿
、
聖
書
、
鼻
紙
、
日
記
の
み
で
あ
り
、
土

地
と
家
屋
は
教
会
に
寄
贈
し
て
あ
っ
た
。

田
中
の
人
生
を
翻
弄
し
た
元
凶
の
足
尾
銅
山
は

細
々
と
採
掘
を
継
続
し
て
い
た
が
、
昭
和
四
八
（
一

九
七
三
）
年
に
閉
山
と
な
り
、
輸
入
し
た
鉱
石
の
精

錬
作
業
も
昭
和
六
三
（
一
九
八
八
）
年
に
終
了
し
た
。

し
か
し
、
精
錬
の
た
め
の
燃
料
と
し
て
木
材
を
伐
採

し
た
山
々
の
相
当
部
分
は
閉
山
以
後
の
緑
化
作
業
に

よ
っ
て
回
復
し
て
い
る
が
、
か
な
り
の
面
積
は
禿は

げ
や
ま山

の
ま
ま
で
あ
る
。
明
治
以
来
、
日
本
が
近
代
国
家
と

し
て
発
展
し
て
き
た
歴
史
の
正
負
の
両
面
を
実
態
と

し
て
記
録
す
る
歴
史
遺
産
で
あ
る
。

施
す
る
が
、
十
分
な
効
果
は
発
揮
さ
れ
ず
問
題
は
解

決
し
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
）

年
に
流
域
の
農
民
が
鉱
毒
反
対
の
陳
情
を
し
よ
う
と

東
京
を
目
指
し
た
。
と
こ
ろ
が
途
上
の
群
馬
県
川
俣

村
で
阻
止
し
よ
う
と
す
る
警
官
の
一
隊
と
衝
突
し
、

多
数
の
農
民
が
逮
捕
さ
れ
る
事
態
が
発
生
し
た
。
そ

こ
で
田
中
は
国
会
で
「
亡
国
に
至
る
を
知
ら
ざ
れ
ば

之
れ
即
ち
亡
国
の
儀
に
つ
き
質
問
書
」
と
い
う
演
説

を
す
る
。
こ
れ
は
憲
政
史
上
に
記
録
さ
れ
る
有
名
な

演
説
で
あ
っ
た
が
、
総
理
大
臣
山
縣
有
朋
は
「
意
味

不
明
」
と
し
て
答
弁
を
拒
否
し
た
。

こ
の
川
俣
事
件
と
名
付
け
ら
れ
た
騒
動
は
裁
判
と

な
る
が
、
田
中
が
公
判
途
中
で
欠
伸
を
し
た
態
度
が

不
遜
で
あ
る
と
し
て
官
吏
侮
辱
と
い
う
罪
状
で
起
訴

さ
れ
る
と
い
う
陰
湿
な
事
件
も
発
生
し
て
い
る
。
本

来
の
裁
判
は
仙
台
高
等
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
る
予
定

で
あ
っ
た
が
、
起
訴
状
に
担
当
検
事
の
署
名
が
記
載

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
受
理
さ
れ
ず
、
明
治

三
五
（
一
九
〇
二
）
年
に
全
員
釈
放
と
い
う
結
果
に

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
田
中
は
議
員
を
辞
職

す
る
が
、
そ
の
直
後
に
有
名
な
事
件
が
発
生
す
る
。

明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
一
二
月
一
〇
日
に
帝

国
議
会
開
院
式
か
ら
皇
居
に
還
幸
さ
れ
る
明
治
天
皇

の
馬
車
に
田
中
は
突
進
し
て
足
尾
鉱
毒
事
件
に
つ
い

て
直
訴
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
警
備
の
警
官
に

阻
止
さ
れ
て
直
訴
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
前
代
未
聞

の
行
動
は
新
聞
の
号
外
が
発
行
さ
れ
る
ほ
ど
の
事
件

と
な
り
、
足
尾
鉱
毒
事
件
は
一
気
に
世
間
に
周
知
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
政
府
は
事
件
の
背

景
を
隠い

ん
ぺ
い蔽

す
る
た
め
、
田
中
の
不
敬
な
行
動
を
不
問

と
し
て
即
日
釈
放
と
し
た
。

清
貧
を
貫
徹
し
た
人
生

そ
れ
以
後
の
足
尾
鉱
毒
事
件
の
解
決
の
経
緯
を
説

つ
き
お 

よ
し
お

一
九
四
二
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
工
学
部
卒
業
。
工
学
博
士
。
名
古

屋
大
学
教
授
、
東
京
大
学
教
授
、
総
務
省
総
務
審
議
官
な
ど
を
経
て

東
京
大
学
名
誉
教
授
。
専
門
は
通
信
政
策
、
仮
想
現
実
。
趣
味
は
カ

ヤ
ッ
ク
と
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
ス
キ
ー
。
著
書
は
『
縮
小
文
明
の
展

望
』『
先
住
民
族
の
叡
智
』『
転
換
日
本
』『
凛
々
た
る
人
生
』『
爽
快

な
る
人
生
』『
意
志
あ
る
人
生
』
な
ど
多
数
。


